
－ 23 －

目
次
：
１
．
問
題
意
識
と
先
行
研
究

　
　
　

２
．
研
究
の
目
的
と
概
要

　
　
　

３
．
研
究
の
方
法

　
　
　

４
．
学
校
司
書
制
度
の
軌
跡

　
　
　
　

４

－

１　

公
費
採
用
（1960

年
〜1966
年
）

　
　
　
　

４

－

２　

学
則
改
正
運
動
（1974

年
〜1979
年
）

　
　
　
　

４

－

３　

学
則
改
正
の
実
現
（1980

年
〜1982

年
）

　
　
　
　

４

－

４　

図
書
費
増
額
運
動
（1985

年
）

　
　
　
　

４

－

５　

専
門
職
員
制
度
確
立
へ
の
取
り
組
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（1988

年
〜1996

年
）

　
　
　
　

４

－
６　

司
書
教
諭
配
置
へ
の
対
応
（1996

年
〜2004

年
）

　
　
　
　

４
－

７　

民
間
委
託
問
題
（2008

年
）

　
　
　
　

４
－

８　
「
新
た
な
雇
用
形
態
」
に
関
す
る
交
渉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（2009

年
〜2011

年
）

　
　
　

５
．
考
察
：
長
野
県
高
等
学
校　

学
校
司
書
制
度
の
全
体
像

　
　
　

６
．
今
後
の
課
題

１
．
問
題
意
識
と
先
行
研
究

　

学
校
司
書
は
学
校
図
書
館
に
勤
務
し
、
資
料
管
理
、
読
書
支
援
サ
ー
ビ
ス
、 

教
育
・
学
習
支
援
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
専
門
的
な
職
員
で
あ
る
。
充
て
職
で
あ

る
司
書
教
諭
が
学
校
図
書
館
業
務
に
限
定
的
に
し
か
関
わ
れ
な
い
中
で
そ
の

存
在
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

　

改
正
さ
れ
た
学
校
図
書
館
法
（2014

年
６
月
改
正
、2015

年
４
月
施
行
）

「
専
ら
学
校
図
書
館
の
職
務
に
従
事
す
る
職
員
（
次
項
に
お
い
て
「
学
校
司

書
」
と
い
う
。）
を
置
く
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
あ
る
。
改
正

の
背
景
に
は
様
々
な
学
校
図
書
館
関
連
団
体
に
よ
る
国
会
へ
の
働
き
か
け
が

あ
る
。

　

一
方
で
日
本
図
書
館
情
報
学
会
で
は
、
共
同
研
究
Ｌ
Ｉ
Ｐ
Ｅ
Ｒ
に
お
い
て

長
野
県
高
等
学
校
に
お
け
る
学
校
司
書
制
度
に
関
す
る
研
究

木　

内　

公
一
郎
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単
一
の
情
報
専
門
職
を
創
設
し
、
公
共
図
書
館
、
大
学
図
書
館
の
領
域
と
と

も
に
初
等
中
等
教
育
の
情
報
教
育
を
担
う
情
報
専
門
職
（
学
校
）
の
提
案
を

行
っ
て
い
る
。１

司
書
教
諭
と
は
別
個
の
資
格
と
し
、
学
校
図
書
館
法
の
枠

を
離
れ
、
教
育
諸
法
の
改
正
を
伴
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
Ｌ

Ｉ
Ｐ
Ｅ
Ｒ
研
究
の
立
場
か
ら
は
、司
書
教
諭
と
の
関
係
を
整
理
し
な
い
ま
ま
、

学
校
司
書
を
法
制
化
す
る
こ
と
に
対
し
て
の
疑
問
も
提
示
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
学
校
司
書
の
実
績
と
現
実
を
飛
び
越
え
て
、
新
た
な
専
門
職
を

創
設
す
る
と
い
う
方
法
は
、 

学
校
司
書
法
制
化
を
進
め
て
き
た
団
体
、
学
校

司
書
か
ら
理
解
を
得
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
学
校
司
書

お
よ
び
学
校
図
書
館
関
連
団
体
の
実
績
を
歴
史
的
に
評
価
し
、
新
た
な
専
門

職
に
そ
の
経
験
と
実
績
を
包
含
す
る
姿
勢
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た

法
改
正
に
伴
い
、
今
後
さ
ら
に
職
員
制
度
の
検
討
と
充
実
が
必
要
で
あ
る
。

　

学
校
図
書
館
関
連
団
体
に
つ
い
て
は
、
松
田
、
松
本
が
学
校
司
書
に
と
っ

て
必
要
な
情
報
を
得
る
場
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
重
要
性
に

つ
い
て
論
じ
て
い
る
。２

　

ま
た
松
本
、
松
田
は
学
校
司
書
を
中
心
と
し
た
学
校
図
書
館
関
連
団
体
の

活
動
に
注
目
し
、
そ
の
活
動
内
容
を 

明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
人
事
制
度

と
の
関
係
か
ら
活
動
の
規
定
要
因
を
明
ら
か
に
し
た
。
事
例
と
し
て
茨
城
県

と
神
奈
川
県
の
高
等
学
校
・
学
校
司
書
に
よ
る
学
校
図
書
館
関
連
団
体
を
取

り
上
げ
、
両
県
に
お
け
る
学
校
司
書
の
職
員
採
用
の
方
法
、
団
体
の
歴 

史
、

組
織
形
態
、
活
動
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
。
結
果
、
職
員
採
用
の
方
法
は
活

動
団
体
の
独
立
性
、
テ
ー
マ
選
択
、
組
織
体
制
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い

る
こ
と
が
分
か
っ
た
。３ 

２
．
研
究
の
目
的
と
概
要

　

本
研
究
で
は
自
治
体
レ
ベ
ル
で
学
校
司
書
の
制
度
化
を
実
現
し
た
長
野
県

高
校
学
校
司
書
を
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
、
歴
史
研
究
を
行
う
。
長
野
県
で

は1980

年
代
初
め
に
長
野
県
高
校
教
職
員
組
合
（
以
下
、
長
野
高
教
組
）

司
書
部
が
中
心
と
な
り
、学
則
の
改
正
を
実
現
し
、「
学
校
司
書
」
を
明
記
し
、 

独
自
採
用
（
有
資
格
者
か
ら
の
採
用
）
を
実
現
さ
せ
た
。
そ
の
後
も
学
校
司

書
の
処
遇
改
善
、研
修
に
よ
る
専
門
性
の
向
上
に
一
定
の
成
果
を
上
げ
て
い
る
。

　

具
体
的
に
は
、1960

年
代
初
め
か
ら
現
在
に
至
る
、
県
教
育
制
度
、
長

野
県
教
育
委
員
会
（
以
下
、 

県
教
委
）
長
野
高
教
組
お
よ
び
司
書
部
、
長
野

県
高
等
学
校
図
書
館
協
議
会
（
以
下
、
長
野
Ｓ
Ｌ
Ａ
）
の
動
き
を
中
心
に
、

専
任
、
専
門
、
正
規
の
観
点
か
ら
専
門
職
化
運
動
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
す

る
。
そ
の
中
で
特
に
組
合
と
県
教
委
が
交
渉
し
て
行
く
中
で
ど
の
よ
う
に
学

校
司
書
制
度
が
実
現
し
た
の
か
。
さ
ら
に
組
合
、
長
野
Ｓ
Ｌ
Ａ
が
学
校
司
書

の
専
門
性
向
上
、
専
任
の
正
規
職
員
の
採
用
と
確
保
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ

て
き
た
の
か
を
中
心
に
調
査
し
、
明
ら
か
に
す
る
。



－ 25 －

３
．
研
究
の
方
法

　

組
合
の
機
関
誌
、
県
教
委
、
長
野
Ｓ
Ｌ
Ａ
の
記
録
等
の
文
献
調
査
を
も
と

に
歴
史
的
な
観
点
か
ら
研
究
を
行
う
。

４
．
学
校
司
書
制
度
の
軌
跡

　

こ
の
章
で
は
制
度
史
の
転
換
点
と
思
わ
れ
る
事
象
を
８
区
分
し
、 

組
合
の

資
料
、
県
教
委
の
資
料
を
元
に
し
て
明
ら
か
に
す
る
。
な
お
、
本
研
究
に
お

け
る
「
学
校
司
書
制
度
」
と
は
、
自
治
体
の
学
校
管
理
規
則
や
条
例
等
で
職

名
、
職
務
内
容
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
す
。４

４

－

１ 

公
費
採
用
（1960

年
〜1966

年
）

　

1954

年
の
学
校
図
書
館
法
施
行
以
来
、
長
野
県
高
等
学
校
で
は
Ｐ
Ｔ
Ａ

会
費
、
生
徒
会
費
に
よ
っ
て
雇
用
さ
れ
た
図
書
館
助
手
が
学
校
図
書
館
業
務

を
担
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
給
与
は
低
く
、
身
分
も
安
定
し
な
い
こ
と
か
ら
、

松
筑
図
書
館
協
会
松
筑
学
校
図
書
館
事
務
職
員
研
究
会

５

な
ど
県
内
学
校
図

書
館
職
員
団
体
に
よ
る
公
費
採
用
を
求
め
る
運
動
が
行
わ
れ
た
。
運
動
の
対

象
は
県
議
会
に
対
す
る
請
願
、
県
教
委
に
対
す
る
要
求
が
出
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
長
野
県
高
等
学
校
教
職
員
組
合
か
ら
県
教
委
に
対
し
て
も
、
図
書
館
助

手
の
県
費
任
用
、
各
高
校
最
低
一
名
配
置
の
定
数
化
を
要
求
し
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
文
部
次
官
通
達
「
教
育
費
に
対
す
る
住
民
の
税
外
負
担
の
解
消

に
つ
い
て
の
通
達
」（1960

年
12
月
19
日
付
け
）
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
県

教
委
は1961

年
2
月
に
図
書
館
助
手
79
人
を
県
費
任
用
に
切
り
替
え
る
方

針
を
示
し
た
。
そ
し
て1962

年
度
か
ら1965

年
度
に
か
け
て
県
高
校
全
校

に
一
名
の
公
費
採
用
の
図
書
館
職
員
を
配
置
し
た
。６

４

－

２　

学
則
改
正
運
動
（1974

年
〜1979

年
）

　

県
費
採
用
さ
れ
た
図
書
館
助
手
（
後
に
図
書
館
書
記
）
は
長
野
高
教
組
の

事
務
職
員
部
、
婦
人
部
、
青
年
部
に
組
織
さ
れ
た
。
当
時
は
専
門
職
と
し
て

の
根
拠
が
な
か
っ
た
た
め
、
専
門
職
化
を
要
求
す
る
運
動
を
進
め
る
。1974

年
、
長
野
高
教
組
の
事
務
職
員
部
は
県
教
委
と
の
交
渉
の
中
で
、
初
め
て
学

則
へ
の
「
学
校
司
書
」
の
名
称
設
置
・
職
務
内
容
の
明
確
化
を
要
求
し
た
。

そ
の
後1977

年
に
学
校
司
書
で
構
成
す
る
司
書
部
が
発
足
す
る
。
活
動
の

基
盤
を
得
た
学
校
司
書
は
学
則
改
正
に
向
け
て
の
運
動
を
整
え
て
い
く
こ
と

に
な
る
。

　

そ
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
司
書
部
機
関
誌
「
あ
ら
た
〜
〝
学
校
図
書
館
と

司
書
〞
実
践
の
記
録
」（
年
刊
）
で
あ
る
。
司
書
部
と
し
て
の
方
針
、
学
校

司
書
の
実
践
事
例
報
告
の
ほ
か
、
組
合
運
動
の
実
践
報
告
及
び
一
次
資
料
を

掲
載
し
て
い
る
。
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ま
た
司
書
部
と
し
て
の
研
修
（
夏
期
、
冬
期
の
学
習
会
、
各
地
区
の
学
習

会
）、 
合
わ
せ
て
県
教
育
研
究
集
会
、
教
育
文
化
会
議
図
書
館
研
究
会
な
ど

研
修
機
会
の
充
実
に
務
め
た
。
学
校
司
書
が
講
師
を
務
め
る
新
規
採
用
者
対

象
の
研
修
会
も
毎
年
実
施
し
て
い
る
。

４

－

３　

学
則
改
正
の
実
現
（1980

年
〜1982

年
）

　

４

－

３

－

１　

交
渉
の
過
程

　

こ
の
節
で
は
「
あ
ら
た
」７

の
記
録
か
ら
司
書
部
と
県
教
委
の
交
渉
過
程

を
明
ら
か
に
す
る
。　

　

1980

年
４
月
24
日
長
野
高
教
組
役
員
会
に
て
「
学
校
司
書
の
独
自
採
用
」

（
正
規
、
図
書
館
司
書
有
資
格
者
か
ら
の
採
用
）「
長
野
県
高
等
学
校
学
則
改

正
」（
職
名
を
学
校
司
書
と
し
、
職
務
内
容
を
明
記
す
る
）
を
重
点
目
標
と

す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
そ
し
て
6
月
か
ら
県
教
委
と
長
野
高
教
組
の
交
渉

が
始
ま
る
。
県
教
委
か
ら
「
学
校
司
書
」
を
認
め
る
に
は
〝
具
体
的
な
数

字
が
必
要
〞〝
学
校
図
書
館
で
行
っ
て
い
る
仕
事
と
、
そ
こ
で
司
書
が
果
す

役
割
ま
た
は
資
格
あ
る
い
は
専
門
知
識
が
無
い
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
問

題
点
〞
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
指
摘
さ
れ
る
（
6
月
11
日
）。
長
野
高
教

組
で
は
司
書
部
役
員
が
中
心
と
な
っ
て
専
門
性
を
実
証
す
る
資
料
を
作
成
し

た
。（
表
１
参
照
）
6
月
24
日
の
交
渉
に
お
い
て
こ
の
資
料
を
提
示
し
、 

学

校
司
書
の
専
門
性
を
県
教
委
に
訴
え
る
。
そ
の
結
果
、
7
月
22
日
に
県
教
委

教
育
長
か
ら
「
検
討
す
る
」
と
の
答
弁
が
あ
り
、
7
月
30
日
「
学
則
改
正
を

含
め
、
57
年
度
実
施
を
期
し
て
最
大
限
努
力
し
た
い
」（
県
教
委
）
と
の
発

言
を
引
き
出
す
に
至
っ
た
。
こ
の
時
点
で
県
教
委
も
学
則
改
正
に
傾
い
た
と

思
わ
れ
る
。
そ
の
後
11
月
の
交
渉
で
県
教
委
側
が
〝
見
込
み
あ
る
と
考
え
て

よ
い
〞
と
答
弁
し
、 

ほ
ぼ
学
則
改
正
と
独
自
採
用
が
県
教
委
内
で
固
ま
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
ま
た
交
渉
と
並
行
し
て
、 

信
濃
毎
日
新
聞
に
学
校
司
書
の
専

門
職
化
や
学
校
図
書
館
の
充
実
を
求
め
る
投
書
の
投
稿
、
さ
ら
に
記
事
作
成

に
協
力
す
る
な
ど
、 

県
内
世
論
に
訴
え
る
姿
勢
を
み
せ
て
い
る
。

　

３
月
３
日
県
教
委
は
長
野
高
教
組
書
記
局
に
57
年
度
（1982

）
か
ら
独
自

採
用
を
実
施
し
、
56
年
度
（1981

）
か
ら
学
則
14
条
の
改
正
を
通
知
し
た
。

　

３
月
９
日
長
野
県
は
長
野
県
立
高
等
学
校
学
則
第
14
条
別
表
第
4
に
「
学

校
司
書
」「
図
書
館
業
務
」
を
加
え
る
こ
と
、
並
び
に
昭
和
56
年
4
月
1
日

か
ら
施
行
す
る
こ
と
公
布
し
た
。８

こ
れ
に
よ
っ
て
、 

正
規
、
専
任
、 

専
門
の

条
件
を
満
た
す
専
門
職
制
度
が
成
立
し
た
こ
と
に
な
る
。

表
１　

交
渉
提
出
資
料
の
概
要

９

①
学
校
図
書
館
の
実
態
と
問
題
点

②
高
校
図
書
館
司
書
（
司
書
補
）
の
職
務
内
容
分
担　

⑴
仕
事
の
内

容
を
31
項
目
に
わ
た
り
分
類　

⑵
裏
付
け
と
な
る
図
書
館
学
の
単

位
と
科
目　

⑶
基
礎
知
識
（
資
格
）
を
持
た
な
い
こ
と
に
よ
る
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４

－

３

－

２　

専
門
性
の
実
証

　

長
野
高
教
組
が
交
渉
を
優
位
に
進
め
た
直
接
的
な
理
由
と
し
て
学
校
司

書
の
実
績
、 

専
門
性
を
可
視
化
し
、 

提
示
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
こ
と
で
あ

る
。
県
教
委
か
ら
専
門
性
の
根
拠
を
要
求
さ
れ
た
時
に
２
週
間
弱
の
短
時
間

で
資
料
を
用
意
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
が
大
き
い
。

　

提
出
資
料
の
核
と
な
っ
て
い
る
の
は
表
１
の
②
高
校
図
書
館
司
書
（
司
書

補
）
の
職
務
内
容
分
担
で
あ
る
。
31
種
類
の
業
務
を
〝
総
合
的
な
業
務
〞〝
整

理
的
な
業
務
〞〝
指
導
的
な
業
務
〞〝
生
徒
委
員
会
な
ど
〞〝
読
書
週
間
な
ど
〞

に
分
類
し
、
個
々
の
業
務
内
容
を
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
〝
無
資
格
者
配
置

に
よ
る
影
響
〞
と
い
う
項
目
を
立
て
、そ
の
影
響
を
生
徒
、教
職
員
の
項
目
に

分
け
明
確
に
説
明
し
て
い
る
。
さ
ら
に
31
業
務
毎
に
図
書
館
司
書
課
程
の
科

目
と
関
連
づ
け
る
こ
と
で
、資
格
の
必
要
性
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

４

－

３

－

３　

県
教
委
の
判
断

　

県
教
委
が
長
野
高
教
組
の
要
求
を
受
け
入
れ
た
判
断
の
背
景
に
は
何
が

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
長
野
高
教
組
司
書
部
が
次
の
よ

う
に
分
析
し
て
い
る
。〝
県
教
委
が
「
独
自
採
用
」「
学
則
改
正
」
の
英
断
を

下
し
た
の
に
は
、「
学
校
司
書
」の
実
態
に
即
す
必
要
性
を
認
識
し
た
一
方
で
、

指
導
要
領
の
57
年
度
改
定
に
伴
う
〝
ゆ
と
り
〞
重
視
が
あ
り
ま
す
。
図
書
館

教
育
の
重
視
も
そ
こ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。〞

　

こ
れ
に
関
連
す
る
発
言
と
し
て
教
育
委
員
長
は
県
議
会
（1981

年
２
月

25 

日
）
に
於
い
て
、
昭
和
56
年
度
教
育
委
員
会
関
係
の
議
案
説
明
で
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。〝
多
様
な
資
質
を
持
つ
児
童
生
徒
の
個
性
、
能
力
に
応
じ

た
創
造
的
知
性
、豊
か
な
情
操
、（
中
略
）
ゆ
と
り
あ
る
学
校
生
活
の
な
か
で
、 

知
、
徳
、
体
の
調
和
の
と
れ
た
人
間
形
成
を
求
め
て
指
導
の
充
実
強
化
を
し

て
ま
い
り
ま
す
。（
中
略
）
な
お
、
高
等
学
校
に
つ
い
て
は
、
昭
和
57
年
度

か
ら
の
新
学
習
指
導
要
領
に
よ
る
教
育
を
目
指
し
て
、
そ
の
趣
旨
の
徹
底
と

円
滑
な
移
行
に
備
え
て
ま
い
り
ま
す
〞。10

困
難

③
学
校
図
書
館
で
行
っ
て
い
る
仕
事　

⑴
係
教
諭
と
の
分
担
割
合　

⑵
仕
事
の
量

④
長
期
休
業
中
の
勤
務
内
容

⑤
生
徒
の
読
書
、
図
書
館
ば
な
れ
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
司
書
の
努

力
（
事
例
）

⑥
専
門
知
識
が
な
い
と
で
き
な
い
事
例
（
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
事
例
）

⑦
司
書
・
司
書
補
の
有
資
格
者
数　

85
名
中
44
名
取
得

　

10
名
取
得
中

⑧
司
書
の
一
日
の
業
務
内
容
（
1
週
間
分
）

⑨
司
書
の
異
動
状
況　

過
去
9
年
分

⑩
学
校
図
書
館
法
、
学
則
の
問
題
点

⑪
署
名　

県
教
育
委
員
長
宛
「
学
校
司
書
の
独
自
採
用
に
関
す
る
要

請
」
72
分
会
3
、
578
名
分
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発
言
に
あ
る
新
学
習
指
導
要
領
と
は1977

年
か
ら1978

年
に
改
定
さ
れ
た

学
習
指
導
要
領
の
こ
と
で
あ
る
。
ゆ
と
り
あ
る
充
実
し
た
学
校
生
活
の
実
現

を
目
指
し
、高
校
の
卒
業
単
位
を
85
単
位
か
ら
80
単
位
に
、必
修
科
目
も
普
通

科
で
7
科
目
32
単
位
に
引
き
下
げ
、
学
習
に
ゆ
と
り
を
持
た
せ
て
い
る
。11　

12

　

こ
の
発
言
か
ら
は
図
書
館
重
視
の
姿
勢
は
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
ゆ
と
り
教
育
の
実
施
に
向
け
て
図
書
館
を
活
用
し
よ
う
と
い
う
意
図
が

県
教
委
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

４

－

３

－

４　

成
立
の
要
因
に
つ
い
て

　

1974

年
以
来
、
司
書
部
が
学
則
改
正
と
独
自
採
用
に
的
を
絞
っ
た
運
動

を
進
め
て
き
た
こ
と
、
学
校
司
書
の
業
務
を
質
と
量
の
両
面
か
ら
県
教
委
に

対
し
て
実
証
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　

一
方
県
教
委
は
新
学
習
指
導
要
領
、
ゆ
と
り
教
育
へ
の
対
応
策
と
し
て
図

書
館
教
育
を
重
視
し
た
い
と
い
う
政
策
的
な
判
断
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

４

－

４　

図
書
費
増
額
運
動
（1985

年
）

　

以
下
、『
あ
ら
た
』13

の
記
述
を
も
と
に
論
述
す
る
。

　

1978

年
か
ら
続
い
た
図
書
７
カ
年
計
画
終
了
後
、
図
書
費
が
突
然
、
大

幅
に
削
減
さ
れ
た
。
前
年
度
一
校
平
均
170
万
円
と
比
較
し
、1985

年
度
平

均
47
万
円
（
図
書
購
入
費
総
額3750

万
円
）
と
い
う
大
幅
な
削
減
と
な
り
、

予
算
増
額
運
動
と
交
渉
を
展
開
し
た
。
陳
情
、
請
願
、
署
名
活
動
、
マ
ス
コ

ミ
を
活
用
（
取
材
、新
聞
投
書
欄
）
し
た
情
報
発
信
を
行
っ
た
。
こ
の
結
果
、

県
教
委
は
１
校
平
均
90
万
円
ま
で
増
額
す
る
こ
と
を
約
束
し
、
運
動
は
終
息

し
た
。

４
－

５　

専
門
職
員
制
度
確
立
へ
の
取
り
組
み
（1988

年
〜1996

年
）

　

以
下
、『
あ
ら
た
』14

の
記
述
を
も
と
に
説
明
す
る
。

　

公
立
高
等
学
校
の
設
置
、
適
正
配
置
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
等
に
関
す

る
法
律
」
第
４
次
改
善
計
画
（1950

〜1991

）
の
終
了
を
目
の
前
に
し
て
、

第
５
次
計
画
の
立
案
期
に
あ
り
、
日
本
高
等
学
校
教
職
員
組
合
、
日
本
教
職

員
組
合
と
も
に
学
校
図
書
館
の
専
門
職
員
制
度
確
立
に
向
け
て
の
取
り
組
み

を
継
続
的
に
行
っ
た
。

　

運
動
の
目
標
は
学
校
司
書
を
教
育
職
２
級
に
位
置
づ
け
る
、
定
数
法
へ
の

位
置
づ
け
、
現
職
者
の
完
全
移
行
の
原
則
、「
専
任
司
書
教
諭
」
案
の
実
現

で
あ
る
。
長
野
高
教
組
司
書
部
も
こ
の
方
針
に
沿
っ
た
運
動
を
進
め
た
。
し

か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
法
律
上
の
根
拠
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
県
教
委
側
は

受
け
入
れ
る
こ
と
な
く
、1997

年
の
学
校
図
書
館
法
の
改
正
を
迎
え
る
こ

と
に
な
る
。

４

－

６　

司
書
教
諭
配
置
へ
の
対
応
（1996

年
〜2004

年
）

　

1997

年
学
校
図
書
館
法
が
改
正
さ
れ
た
。
長
野
高
教
組
司
書
部
、
長
野
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Ｓ
Ｌ
Ａ
は
改
正
に
反
対
し
て
い
た
が
、
改
正
を
受
け
、
そ
れ
ぞ
れ
対
応
策
を

打
ち
出
す
こ
と
に
な
る
。

　

４

－

６

－

１　

長
野
高
教
組
司
書
部

　

1997

年
6
月
の
司
書
部
定
期
大
会
に
お
い
て
専
門
職
運
動
の
方
針
転
換

を
行
う
。
学
図
法
改
正
に
合
わ
せ
、「
専
任
司
書
教
諭
の
実
現
」
か
ら
「
新

し
い
学
校
図
書
館
職
員
制
度
」
を
要
求
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
そ
の
内
容

は
①
専
任
・
専
門
・
正
規
の
職
員
②
教
育
職
２
級
の
位
置
づ
け
③
現
職
者
の

完
全
移
行
の
３
点
で
あ
る
。

　

４

－

６

－

２　

長
野
Ｓ
Ｌ
Ａ

　

長
野
Ｓ
Ｌ
Ａ
は
県
高
校
図
書
館
の
研
修
、調
査
研
究
を
行
う
組
織
で
あ
る
。

４
地
区
（
北
信
、
東
信
、
南
信
、
中
信
）
の
協
議
会
が
あ
る
。
会
長
職
は
学

校
長
が
就
き
、
理
事
、
事
務
局
は
図
書
館
係
の
教
諭
、
学
校
司
書
で
構
成
さ

れ
て
い
る
。

　

2000

年
か
ら2004

年
に
か
け
て
司
書
教
諭
（
問
題
）
特
別
委
員
会
を
設

置
し
た
。設
置
目
的
は
司
書
教
諭
の
何
が
問
題
で
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
、

解
決
策
を
考
え
る
た
め
で
あ
る
。
討
議
の
結
果
、
次
の
よ
う
な
結
論
を
ま
と
め

て
い
る
。

　

①
司
書
教
諭
に
よ
る
実
践
事
例
が
少
な
い
こ
と　

②
学
校
司
書
の
力
量
の

高
さ　

③
教
育
文
化
会
議
の
図
書
館
教
育
研
究
会
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
も
明
ら

か
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
学
校
司
書
が
求
め
る
司
書
教
諭
の
姿
は
「
職
員
と

生
徒
の
媒
介
や
ク
ッ
シ
ョ
ン
役
」「
業
務
全
体
の
総
覧
者
ま
た
は
相
談
者
」

な
ど
実
際
的
な
業
務
に
あ
ま
り
干
渉
を
望
ん
で
い
な
い
。
④
司
書
教
諭
と
学

校
司
書
の
良
好
な
関
係
を
維
持
し
つ
つ
、
司
書
教
諭
の
資
質
向
上
、
学
校
司

書
の
明
確
な
位
置
づ
け
、 

希
望
に
応
じ
た
司
書
教
諭
へ
の
移
行
を
待
つ
べ
き

で
あ
る
。15

こ
の
よ
う
に
特
別
委
員
会
の
討
議
、
結
論
を
通
じ
て
、
学
校
司

書
の
立
場
を
尊
重
す
る
こ
と
を
長
野
Ｓ
Ｌ
Ａ
全
体
で
再
確
認
し
た
。

４

－

７　

民
間
委
託
問
題

　

４

－

７

－

１　

概
要

　

2007

年
長
野
県
行
財
政
改
革
プ
ラ
ン
が
発
表
さ
れ
る
。
そ
の
施
策
の
一

環
と
し
て
県
行
政
と
民
間
と
の
協
働
、
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
の
導
入
を
掲
げ

て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
検
討
す
る
民
間
協
働
専
門
部
会
（
第
4
回2008

年
4
月
）
に
お
い
て
、
民
間
委
託
等
が
可
能
な
業
務
と
し
て
学
校
司
書
（
高

校
の
校
用
技
師
、
農
林
技
師
と
と
も
に
）
挙
が
っ
た
。16

　

こ
れ
を
受
け
、
長
野
高
教
組
お
よ
び
司
書
部
は
民
間
委
託
反
対
運
動
を
展

開
す
る
。
運
動
の
内
容
は
民
間
協
働
専
門
部
会
委
員
へ
の
働
き
か
け
、
県
内

書
店
業
界
、
マ
ス
コ
ミ
、 

一
般
市
民
へ
の
ア
ピ
ー
ル
で
あ
る
。
民
間
協
働
専

門
部
会
で
は
短
時
間
で
は
あ
る
が
学
校
司
書
や
組
合
か
ら
の
要
望
が
審
議
さ

れ
、そ
の
後
正
式
に
学
校
司
書
は
民
間
委
託
の
対
象
か
ら
外
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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４

－

７

－

２　

県
教
委
に
お
け
る
検
討

　

2009
年
４
月
「
司
書
の
新
た
な
雇
用
形
態
の
提
案
ま
で
の
流
れ
」（
作
成
：

県
教
委
高
校
教
育
課
）（
長
野
高
教
祖
司
書
部
．
あ
ら
た

－

〝
学
校
図
書
館

と
司
書
〞
実
践
の
記
録　

N
o.32､

2009

年
、p.17

所
収
）
と
い
う
文
書
が

作
成
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
文
書
の
概
要
を
記
す
。

　

民
間
協
働
専
門
部
会
で
石
田
委
員
が
、「
司
書
教
諭
以
外
に
司
書
を
置
く

こ
と
は
個
人
的
に
は
よ
い
こ
と
だ
と
思
う
。
司
書
を
置
く
こ
と
に
つ
い
て
も

十
分
に
検
討
さ
れ
て
、
重
要
性
に
つ
い
て
よ
り
よ
く
県
と
し
て
判
断
し
て
い

た
だ
い
た
と
い
う
前
提
で
あ
れ
ば
、
そ
う
い
う
書
き
方
で
よ
ろ
し
い
と
思

う
。」
と
い
う
発
言
を
し
て
い
る
。
庁
内
で
は
職
員
提
案
制
度
で
司
書
廃
止

の
提
案
が
あ
っ
た
。
司
書
の
業
務
の
進
め
方
に
つ
い
て
も
疑
問
が
提
示
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
庁
内
に
お
い
て
、
①
廃
止　

②
非
常
勤　

③
民
間
委
託　

④
派
遣
と
い
う
４
パ
タ
ー
ン
を
検
討
し
た
結
果
、
民
間
委
託
に
つ
い
て
は
書

店
組
合
等
の
反
対
あ
り
、
教
育
委
員
会
と
し
て
学
校
に
司
書
は
必
要
と
判
断

し
た
。
そ
の
上
で
非
常
勤
化
へ
の
提
案
を
組
合
側
に
提
示
し
た
。

　

４

－

７

－

３　

民
間
委
託
問
題
の
ま
と
め

　

学
校
司
書
の
民
間
委
託
が
回
避
さ
れ
た
理
由
と
し
て
は
、
組
合
に
よ
る
専

門
部
会
委
員
へ
の
働
き
か
け
や
社
会
へ
の
ア
ピ
ー
ル
が
専
門
部
会
、
行
政
改

革
課
、
県
教
委
に
届
き
、
撤
回
さ
せ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
一

方
で
県
教
委
も
庁
内
全
体
で
の
検
討
を
慎
重
に
行
い
、
民
間
委
託
で
は
生
徒

の
個
人
情
報
の
管
理
に
問
題
が
出
る
こ
と
、
校
長
が
直
接
、
司
書
に
指
示
が

で
き
な
い
こ
と
等
を
挙
げ
て
、
県
教
委
も
民
間
委
託
に
反
対
す
る
立
場
を
明

確
に
し
た
。17

こ
の
よ
う
に
組
合
側
の
成
果
と
し
て
見
る
だ
け
で
な
く
、
教

育
行
政
を
担
う
県
教
委
の
主
張
も
民
間
委
託
撤
回
の
力
と
し
て
働
い
た
と
見

る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。

４

－

８　
「
新
た
な
雇
用
形
態
」
に
関
す
る
交
渉
（2009

年
〜2011

年
）

　

４

－

８

－

１　

交
渉
の
過
程

　

2009

年
か
ら2011

年
に
か
け
て
９
回
に
わ
た
り
、
県
教
委
と
長
野
高
教

組
、
司
書
部
、
県
職
労
（
長
野
県
職
員
労
働
組
合
）
に
よ
る
交
渉
が
行
わ
れ

た
。2008

年
の
民
間
委
託
の
撤
回
後
、
県
教
委
は
学
校
司
書
を
「
新
た
な

雇
用
形
態
」
に
変
更
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
以
下
は
そ
の
概
要
で
あ
る
。

 2009

年
４
月
14
日

　
「
新
た
な
雇
用
形
態
」
に
つ
い
て
県
教
委
か
ら
提
案
さ
れ
る
。
提
案
の
趣

旨
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。18

１
．
司
書
を
行
政
事
務
嘱
託
員
（
１
年
契
約
更
新
５
回
ま
で
）
に
す
る
こ
と

２
．
理
由
：
司
書
教
諭
が
制
度
化
さ
れ
て
い
る
。
学
校
図
書
館
の
蔵
書
管
理

シ
ス
テ
ム
が
稼
働
し
、学
校
司
書
の
仕
事
量
が
軽
減
さ
れ
て
い
る
の
で
、

正
規
職
員
で
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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 2009
年
12
月
18
日

　

県
教
委
は
「
学
校
司
書
の
見
直
し
に
つ
い
て
」（
作
成
：
長
野
県
教
育
委

員
会
事
務
局　

高
校
教
育
課
）19

と
い
う
文
書
を
交
渉
で
提
示
し
、
長
野
高

教
組
、
司
書
部
に
非
常
勤
職
員
化
へ
の
提
案
を
行
う
。
以
下
の
そ
の
文
書
の

要
点
を
記
す
。

Ⅰ
．
見
直
し
の
理
由

　

１
．
給
与
上
の
課
題
（
昇
級
停
止
が
確
実
な
職
種
）

　
　

2006

年
に
お
け
る
給
与
構
造
改
革
に
お
い
て
「
枠
外
昇
級
」
が
廃
止

さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
一
人
職
場
の
学
校
司
書
に
ポ
ス
ト
職
を
設
け
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
４
級
（
主
査
、
主
幹
）
５
級
（
専
門
幹
）
の
最
高
号
俸

で
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
意
欲
あ
る
職
員
の
確
保
や
労
働
意
欲
を
維
持
で
き

な
い
。

　

２
．
採
用
上
の
課
題

　
　

中
級
職
の
大
半
が
４
大
卒
で
上
級
職
並
み
の
学
歴
で
あ
り
な
が
ら
初
級

職
を
よ
り
も
処
遇
が
低
い
職
。
仮
に
上
級
職
と
し
て
採
用
す
る
と
学
校
司

書
の
専
門
性
を
維
持
で
き
な
い
。

　

３
．
人
事
上
の
課
題

　
　

仮
に
ポ
ス
ト
職
を
設
け
て
も
、全
員
が
そ
の
職
に
就
く
こ
と
は
で
き
な

い
。

　
　
県
立
図
書
館
の
よ
う
な
複
数
の
司
書
が
い
る
職
場
で
は
別
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
司

書
の
間
で
処
遇
に
差
が
生
じ
る
。
学
校
司
書
を
採
用
し
て
も
将
来
的
に
高
校

数
が
減
少
す
れ
ば
職
種
転
換
を
含
め
職
員
の
意
に
沿
わ
な
い
人
事
異
動
も

あ
り
得
る
。

　

４
．
任
命
権
者
と
し
て
の
責
任

　
　

仮
に
民
間
委
託
に
な
れ
ば
、
採
用
し
た
職
員
に
職
種
転
換
等
を
求
め
る

な
ど
学
校
司
書
の
処
遇
等
さ
ら
な
る
影
響
を
与
え
、
学
校
現
場
に
相
当
な

混
乱
を
招
く
恐
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
学
校
司
書
の
採
用
を
行
う
こ
と
は

極
め
て
難
し
い
。

　

５
．
非
常
勤
職
員
（
行
政
嘱
託
等
）
の
提
案

　

⑴ 

欠
員
校
か
ら
非
常
勤
職
員
を
配
置
す
れ
ば
正
規
の
学
校
司
書
の
処
遇
に

影
響
が
な
い
こ
と

　

⑵
生
徒
と
の
関
わ
り
が
生
じ
た
時
に
学
校
の
職
員
と
し
て
対
応
で
き
る
こ
と

　

⑶
校
長
が
学
校
司
書
を
直
接
指
示
で
き
る
こ
と

　

⑷
校
用
技
師
、
農
林
技
師
も
非
常
勤
職
員
に
切
り
替
え
る
予
定
で
あ
る
こ
と

　

⑸ 

非
常
勤
講
師
や
賃
金
職
員
の
よ
う
に
非
常
勤
の
職
員
を
任
用
し
て
い
る

実
績
が
あ
る
こ
と

　

⑹
司
書
資
格
を
保
有
す
る
者
に
対
し
て
一
定
水
準
の
報
酬
を
支
払
え
る
こ
と

Ⅱ
．
学
校
司
書
を
非
常
勤
職
員
と
す
る
に
あ
た
っ
て
の
課
題

　

⑴ 

現
在
、
生
徒
指
導
や
生
徒
を
引
率
し
て
書
店
で
の
図
書
選
定
に
も
学
校
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司
書
が
関
与
し
て
い
る
が
、
本
来
教
員
が
行
う
業
務
に
つ
い
て
は
見
直

し
を
行
い
、
非
常
勤
嘱
託
は
業
務
を
限
定
す
る
。

　

⑵
任
用
期
間
や
任
用
回
数
、
研
修
等
は
検
討
す
る

　

⑶
学
校
司
書
の
定
数
基
準
に
つ
い
て
見
直
す
。

　

以
上
が
県
教
委
の
文
書
の
要
点
で
あ
る
。
１
〜
４
に
関
し
て
は
県
行
政
に

お
け
る
人
事
制
度
の
観
点
か
ら
現
行
の
学
校
司
書
制
度
の
問
題
点
を
正
確
に

指
摘
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
５
の
⑷
⑸
に
つ
い
て
は
、
非
正
規
雇
用

の
問
題
点
を
指
摘
す
る
こ
と
な
く
、
現
状
を
追
認
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

５
の
⑴
は
交
渉
対
象
で
あ
る
長
野
高
教
組
な
ら
び
に
司
書
部
が
正
規
の
教
職

員
が
中
心
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
交
渉
を
有
利
に
進
め
る
た
め
の
材
料
と
し

て
記
述
し
た
と
思
わ
れ
る
。

 2010

年
６
月
４
日

　

県
教
委
は
「
規
模
方
式
・
拠
点
方
式
」
の
提
案
を
長
野
高
教
組
側
に
行
う
。

規
模
方
式
と
は
一
定
規
模
に
満
た
な
い
高
校
に
欠
員
が
出
た
場
合
に
は
新
た

な
雇
用
形
態
職
員
を
配
置
す
る
。
拠
点
方
式
は
地
域
の
拠
点
と
な
る
高
校
以

外
に
欠
員
が
出
た
場
合
に
は
新
た
な
雇
用
形
態
職
員
を
配
置
す
る
と
い
う
も

の
で
あ
る
。20

 

県
教
委
に
よ
る
学
校
図
書
館
利
用
状
況
調
査
に
つ
い
て

　

2011

年
2
月
、
県
教
委
高
校
教
育
課
は
組
合
側
に
対
し
て2010

年
6
月

に
独
自
に
行
っ
た
調
査
に
つ
い
て
報
告
し
て
い
る
。
以
下
、
要
点
を
ま
と
め

る
。21

　
「2005

〜2009

年
度
図
書
館
利
用
状
況
調
査
」

　

86
校
（
正
規
61
名
、
臨
時
的
任
用
職
員
24
名
、
再
任
用
１
名
）

　

調
査
区
分
：
蔵
書
冊
数
、
貸
出
冊
数
、
相
互
貸
借
、
リ
ク
エ
ス
ト
、
レ
フ

　
　
　
　
　
　

ァ
レ
ン
ス
サ
ー
ビ
ス
、
授
業
と
の
連
携
時
間

考
察
の
結
果
：
正
規
以
外
の
学
校
は
利
用
率
が
10
％
〜
60
％
ダ
ウ
ン
す
る
。

 

学
校
司
書
の
今
後
の
あ
り
方
に
つ
い
て

22（2011

年
２
月
）

　

上
記
の
「
学
校
図
書
館
利
用
状
況
調
査
」
結
果
を
受
け
て
、「
学
校
司
書

の
今
後
の
あ
り
方
に
つ
い
て
」
と
い
う
文
書
を
提
示
し
、
当
初
の
「
規
模
方

式
・
拠
点
方
式
」
を
撤
回
し
、
通
学
区
（
旧
12
通
学
区
）
ご
と
に
正
規
職
員

が
他
校
の
新
た
な
雇
用
形
態
に
よ
る
学
校
司
書
へ
の
助
言
・
指
導
、
図
書
館

運
営
支
援
、
研
修
等
を
行
い
、
図
書
館
の
管
理
・
運
営
に
係
る
ノ
ウ
ハ
ウ
の

継
承
や
個
々
人
の
能
力
向
上
を
見
据
え
た
新
た
な
配
置
体
系
を
構
築
す
る
と

い
う
提
案
を
行
っ
た
。
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 2011
年
7
月
26
日
交
渉

23 
出
席
者
：
長
野
県
教
育
委
員
会　

田
中
高
校
教
育
課
長
以
下
８
名

　

長
野
県
高
等
学
校
教
職
員
組
合　

高
村
執
行
委
員
長
以
下
、
執
行
部
、
司

書
部
、
支
部
代
表
、
長
野
県
職
員
労
働
組
合

　
（
以
下
、
議
事
録
の
要
約
）

　

高
校
教
育
課
課
長
：
平
成
22
年
度
県
議
会
に
お
い
て
阿
部
守
一
知
事
が

「
学
校
司
書
に
お
け
る
図
書
館
お
よ
び
司
書
の
重
要
性
を
考
え
た
場
合
、
業

務
量
に
よ
っ
て
は
正
規
職
員
が
担
う
役
割
も
あ
り
得
る
の
で
は
な
い
か
」24

（
９
月
定
例
県
議
会　

平
成
22
年
10
月
１
日
）
と
答
弁
し
た
。
そ
の
趣
旨
に

沿
っ
て
検
討
を
進
め
た
。

　

① 

人
事
異
動
や
退
職
に
伴
い
司
書
が
臨
時
的
任
用
職
員
に
な
っ
た
高
校
で

は
、
す
べ
て
の
要
素
で
利
用
率
が
下
降
す
る
傾
向
に
あ
る
。

　

② 

一
人
職
場
で
あ
る
学
校
司
書
の
業
務
量
は
、
そ
の
職
員
の
や
る
気
や
能

力
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
、
高
校
規
模
、
高
校
の
種
類
等
は
直
接
関

係
な
い
。

　

2003

年
度
の
業
務
量
を
1.0
と
し
て2010

年
度
の
業
務
量
を
算
出
し
た
。

そ
れ
に
よ
る
と
管
理
業
務
に
つ
い
て
は
蔵
書
管
理
シ
ス
テ
ム
導
入
に
よ
り
業

務
の
効
率
化
が
図
ら
れ
た
（
0.54
↓
0.29
）。
運
営
業
務
に
つ
い
て
は
レ
フ
ァ
レ

ン
ス
、
授
業
支
援
、
利
用
支
援
の
増
加
に
伴
い
（
0.34
↓
0.44
）
増
加
し
た
。
合

計
す
る
と2010

年
度
は
0.85
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
正
規
職
員
で
な
く
て
も
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
す
べ
て
の
非
正

規
職
員
に
す
る
と
図
書
館
の
機
能
の
低
下
を
招
く
恐
れ
が
あ
る
の
で
、
旧
12

通
学
区
ご
と
に
正
規
を
配
置
し
、新
た
な
雇
用
形
態
の
他
校
の
司
書
の
助
言
・

指
導
・
図
書
館
運
営
支
援
・
研
修
を
行
う
な
ど
、
能
力
の
向
上
や
継
承
を
見

据
え
た
新
た
な
業
務
体
系
を
構
築
す
る
こ
と
。

　

教
育
的
見
地
の
部
分
の
仕
事
も
し
て
い
る
こ
と
は
十
分
承
知
し
て
い
る

が
、
そ
の
部
分
に
つ
い
て
は
あ
え
て
積
み
上
げ
て
い
な
い
。

　

行
政
職
の
人
に
は
行
政
職
の
仕
事
を
し
て
も
ら
い
た
い
。
具
体
的
に
は
第

二
職
員
室
の
代
わ
り
に
学
校
図
書
館
が
な
っ
て
い
て
そ
う
し
た
生
徒
の
対
応

や
、特
別
支
援
的
な
生
徒
の
対
応
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
教
職
の
部
分
で
あ
る
。

 2011

年
10
月
17
日
交
渉

25

　

新
た
な
雇
用
形
態
職
員
の
労
働
条
件
を
詰
め
る
交
渉
と
な
る
。

県
教
委　

田
中
高
校
教
育
課
長
以
下
８
名

高
教
組　

高
村
執
行
委
員
長
以
下
執
行
部
、
司
書
28
名
、
支
部
代
表
６
名

県
職
労　

本
部
役
員　

司
書
３
名

長
野
高
教
組
本
部
役
員
：
学
校
司
書
の
新
た
な
雇
用
形
態
に
つ
い
て
は
評
価

し
て
い
る
。
年
齢
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
（
20
歳
代
が
い
な
い
）
を
考
え
る
と
採

用
試
験
を
実
施
し
て
ほ
し
い

高
校
教
育
課
長
：
教
育
委
員
会
と
し
て
は
十
分
に
必
要
性
を
認
識
し
て
い
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る
。
人
事
課
や
行
政
改
革
課
等
へ
お
願
い
し
て
い
る
。

新
た
な
雇
用
形
態
職
員
の
労
働
条
件
：
司
書
の
有
資
格
者
、
特
別
職
の
非
常

勤
職
員
、
勤
務
時
間
は
７
時
間
45
分
、
勤
務
日
数
月
20
日
以
内
、
超
勤
な
し
、

賞
与
な
し
、
年
休
10
日
報
酬
額
に
つ
い
て
15
万
１
千
５
０
０
円

 2011

年
11
月
4
日
交
渉

26

県
教
委　

田
中
高
校
教
育
課
長
以
下
８
名

高
教
組　

高
村
執
行
委
員
長
以
下
執
行
部
、
司
書
ま
た
分
会
代
表

県
職
労　

本
部
役
員　

司
書

田
中
高
校
教
育
課
長
：
教
育
委
員
会
と
し
て
は
、
一
貫
し
て
正
規
の
司
書
の

採
用
試
験
の
必
要
性
を
十
分
、
認
識
し
て
い
る
と
い
う
立
場
で
、
粘
り
強
く

人
事
課
や
行
政
改
革
課
に
趣
旨
を
説
明
し
て
理
解
を
求
め
て
き
た
。
司
書
の

採
用
試
験
に
つ
い
て
検
討
し
て
も
ら
え
る
と
い
う
段
階
ま
で
き
た
。

 2011

年
11
月
10
日
交
渉

27

　

県
教
委
：
新
た
な
雇
用
形
態
の
労
働
条
件
の
う
ち
、
月
20
日
の
勤
務
日
数

に
つ
い
て
月
の
平
日
が
20
日
に
満
た
な
い
場
合
に
は
20
日
勤
務
が
で
き
る
。

任
用
期
間
は
５
年
を
限
度
と
す
る
が
、
教
育
委
員
会
が
必
要
と
認
め
る
と
き

は
、
こ
の
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
報
酬
額
は
20
万
円
と
す
る
。

　

こ
れ
を
受
け
て
、
長
野
高
教
組
執
行
役
員
、
司
書
部
役
員
の
合
同
会
議
で

高
教
組
交
渉
団
に
県
教
委
の
提
案
の
受
け
入
れ
を
提
案
し
、
交
渉
は
妥
結
し

た
。
以
下
は
県
教
委
と
組
合
側
で
交
わ
さ
れ
た
確
認
書
の
全
文
で
あ
る
。

 

「
学
校
司
書
の
新
た
な
雇
用
形
態
へ
の
転
換
に
関
す
る
確
認
書
」28

１
．
新
た
な
雇
用
形
態
に
つ
い
て

　

⑴ 

正
規
職
員
の
退
職
等
に
応
じ
て
、
新
た
な
雇
用
形
態
の
職
員
の
任
用
を

平
成
24
年
度
か
ら
順
次
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

　

⑵ 

新
た
な
雇
用
形
態
職
員
の
任
用
は
、
司
書
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
条
件

と
し
、
公
募
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２
．
高
校
に
お
け
る
図
書
館
教
育
に
つ
い
て

　

⑴ 

正
規
職
員
は
新
た
な
雇
用
形
態
職
員
に
対
し
て
助
言
・
指
導
、
運
営
支

援
、
研
修
等
を
行
い
、
図
書
館
教
育
の
水
準
向
上
と
自
ら
の
能
力
向
上

に
努
め
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　

⑵ 

図
書
館
教
育
の
水
準
向
上
等
を
図
る
た
め
、
平
成
24
年
度
に
司
書
採
用

試
験
を
実
施
す
る
よ
う
検
討
す
る
。

３
．
今
後
、
問
題
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
双
方
が
誠
意
を
も
っ
て
話
し
合
う
。

　
　

平
成
23
年
11
月
10
日

　
　
　
　

長
野
県
教
育
委
員
会　

　
　
　
　

教　

育　

長　

山
口　

利
幸

　
　
　
　

長
野
県
高
等
学
校
教
職
員
組
合　

執
行
委
員
長　

高
村　

　

裕

　
　
　
　

長
野
県
職
員
労
働
組
合　

　

中
央
執
行
委
員
長　

高
橋　

精
一
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４

－

８

－

２　

県
教
委
の
姿
勢
と
主
張
に
つ
い
て

　

行
財
政
改
革
プ
ラ
ン
に
沿
っ
て
、
県
教
委
は
学
校
司
書
民
間
委
託
の
妥
当

性
の
検
証
を
行
っ
た
結
果
、
教
育
上
の
配
慮
か
ら
反
対
の
意
向
を
示
し
て
い

る
。
し
か
し
非
常
勤
職
員
化
の
流
れ
は
無
視
で
き
ず
、「
新
た
な
雇
用
形
態
」

提
案
に
至
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
一
方
的
な
主
張
で
は
な
く
、
エ
ビ

デ
ン
ス
（
証
拠
）
を
組
合
側
に
提
示
す
る
と
い
う
形
で
合
意
形
成
に
努
め
て

い
る
姿
勢
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
こ
の
一
連
の
提
案
に
つ
い

て
は
知
事
、
副
知
事
の
了
解
の
も
と
に
進
め
て
い
る
。
ま
た
行
政
嘱
託
の
給

与
ア
ッ
プ
を
巡
っ
て
は
県
財
政
課
、
行
政
改
革
課
と
も
積
極
的
に
折
衝
し
、

当
初
の
15
万
円
か
ら
20
万
円
へ
の
増
額
に
尽
力
し
て
い
る
。
県
教
委
は
図
書

館
教
育
の
重
要
性
に
一
定
の
理
解
を
示
し
た
と
も
言
え
る
。

　

４

－

８

－

３　

長
野
高
教
組
お
よ
び
司
書
部
の
対
応

　

2009

年
４
月
に
県
教
委
か
ら
「
新
た
な
雇
用
形
態
」
導
入
が
提
案
さ
れ

て
か
ら
は
、
市
民
へ
の
ア
ピ
ー
ル
と
政
治
家
へ
の
働
き
か
け
を
中
心
に
運
動
を

行
う
。

　

長
野
駅
前
に
お
い
て
学
校
司
書
も
街
頭
に
出
て
宣
伝
活
動
を
行
い
、
学
校

司
書
の
非
常
勤
化
の
危
機
を
直
接
市
民
に
訴
え
る
。2009

年
12
月
〜2010

年
２
月
に
か
け
て
司
書
部
各
支
部
で
県
会
議
員
と
面
談（
合
計
43
名
）し
、「
新

た
な
雇
用
形
態
阻
止
」
の
働
き
か
け
を
行
う
。

　

2008

年
か
ら
「
学
校
図
書
館
フ
ェ
ス
タ
」
を
開
催
し
て
い
る
。
こ
れ
は

学
校
図
書
館
の
業
務
を
紹
介
し
、
広
く
県
民
に
学
校
司
書
、
学
校
図
書
館
が

果
た
す
役
割
を
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
目
的
と
し
て
い
る
。

　

県
教
委
と
の
交
渉
に
お
け
る
主
張
の
要
点
は
①
学
校
司
書
が
学
校
教
育
に

お
い
て
担
う
責
任
の
重
さ
。
②
低
賃
金
で
不
安
定
な
身
分
で
は
、
そ
の
責
任

を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
③
独
自
採
用
の
再
開
を
求
め
る
。
以
上
の
３

点
に
集
約
さ
れ
る
。

　

広
く
社
会
に
訴
え
、
市
民
や
政
治
家
を
味
方
に
つ
け
る
と
い
う
方
法
で
反

対
運
動
を
進
め
る
と
い
う
特
徴
が
見
ら
れ
た
。
し
か
し
、
県
教
委
の
主
張
を

反
証
す
る
エ
ビ
デ
ン
ス
を
提
示
す
る
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
。

５
．
考
察
：
長
野
県
高
等
学
校　

学
校
司
書
制
度
の
全
体
像

５

－

１　

司
書
部

　
1981

年
に
専
門
、 

専
任
、 

正
規
の
条
件
を
満
た
す
学
校
司
書
制
度
が
実
現

し
た
要
因
は
、 

組
合
が
学
校
司
書
の
専
門
性
を
県
教
委
に
対
し
て
実
証
し
た

こ
と
、 
県
内
世
論
へ
訴
え
る
姿
勢
を
示
し
た
こ
と
で
あ
る
。
同
時
に
ゆ
と
り

教
育
へ
の
対
応
を
考
慮
し
た
県
教
委
の
政
策
も
要
因
の
一
つ
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

　

そ
の
後
は
図
書
費
の
増
額
運
動
、 

民
間
委
託
反
対
運
動
な
ど
学
則
改
正
運
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動
の
手
法
を
利
用
し
て
、
成
功
さ
せ
る
と
い
う
実
績
も
あ
げ
て
い
る
。

　

司
書
教
諭
問
題
に
お
い
て
は
学
校
司
書
も
議
論
に
加
わ
り
、 

教
諭
か
ら
も

そ
の
実
力
が
認
知
さ
れ
た
。
そ
の
後
も2008

年
の
民
間
委
託
問
題
で
は
部

会
委
員
へ
の
効
果
的
な
働
き
か
け
に
よ
っ
て
、
委
託
を
阻
止
す
る
と
い
う
成

果
も
あ
げ
て
い
る
。
一
方
、
県
教
委
も
民
間
委
託
に
関
し
て
は
教
育
的
な
配

慮
か
ら
反
対
し
て
い
る
が
、
業
務
調
査
を
実
施
し
、
非
常
勤
化
に
向
け
て
の

準
備
を
進
め
て
い
た
。

　

長
野
高
教
組
お
よ
び
司
書
部
は
従
来
の
ス
タ
イ
ル
で
反
対
運
動
を
展
開
す

る
と
と
も
に
、
学
校
司
書
の
重
要
性
を
訴
え
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
方

的
な
非
正
規
化
を
防
い
だ
。
具
体
的
に
は
通
学
区
の
拠
点
と
な
る
高
校
に
つ

い
て
は
正
規
職
員
を
置
く
こ
と
、
行
政
嘱
託
の
労
働
条
件
の
改
善
に
も
成
果

を
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
た
。

５

－

２　

県
教
委

　

1981

年
の
学
則
改
正
か
ら
一
連
の
対
応
を
資
料
か
ら
検
証
す
る
限
り
、

組
合
側
の
要
求
を
受
け
入
れ
る
際
は
、
組
合
側
か
ら
合
理
的
な
根
拠
が
示
さ

れ
、
な
お
か
つ
県
教
委
の
政
策
的
な
理
由
も
一
致
し
て
い
た
と
き
に
受
け
入

れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

組
合
側
が
専
任
司
書
教
諭
の
要
求
を
打
ち
出
し
た
時
に
見
ら
れ
る
よ
う
に

法
律
上
の
根
拠
が
な
い
場
合
に
は
明
確
に
拒
否
を
し
て
い
る
。
民
間
委
託
や

そ
の
後
の
「
新
た
な
雇
用
形
態
に
関

す
る
交
渉
」
で
は
県
教
委
も
民
間
委

託
と
県
高
校
の
実
情
と
は
合
致
し
な

い
こ
と
を
理
由
に
反
対
す
る
姿
勢
を

打
ち
出
し
て
い
る
。
ま
た
学
校
司
書

を
す
べ
て
非
正
規
化
す
る
こ
と
に
よ

る
図
書
館
利
用
の
低
下
と
い
う
短
所

を
認
識
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
を
通

じ
て
県
教
委
が
学
校
図
書
館
の
重
要

性
を
理
解
し
て
い
る
こ
と
（
そ
の
よ

う
な
姿
勢
を
示
し
た
こ
と
）
も2011

年
に
お
け
る
合
意
形
成
に
大
き
な
影

響
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

５

－

３　

学
校
司
書
制
度
の
変
遷

　

図
１
は
職
名
と
採
用
形
態
を
表
し

て
い
る
。
①
は
主
に
正
規
雇
用
の
学

校
図
書
館
職
員
の
変
遷
を
示
し
て
い

る
。1954

年
か
ら1961
年
ま
で
は

図 1　学校司書制度の全体像（職名と採用形態）
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私
費
の
学
校
図
書
館
職
員
が
採
用
さ
れ
、学
校
図
書
館
業
務
を
担
っ
て
き
た
。

1981
年
以
前
の
職
名
は
、
図
書
館
助
手
、
図
書
館
書
記
、
主
事
と
変
遷
し

て
い
る
が
、
年
代
で
明
確
に
区
切
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
図
に
は
入
れ

て
い
な
い
。

　

1981

年
の
学
則
改
正
に
よ
り
「
学
校
司
書
」
が
正
式
名
称
に
な
り
、
中

級
一
般
行
政
職
採
用
に
変
更
さ
れ
た
。

　

③
は
学
校
司
書
の
退
職
等
の
補
充
の
た
め
に
一
時
的
配
置
さ
れ
た
臨
時
的

任
用
職
員
で
あ
る
。
採
用
が
始
ま
っ
た
時
期
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
②

は
「
新
た
な
雇
用
形
態
」
交
渉
の
結
果
、
制
度
化
さ
れ
た
行
政
嘱
託
と
し
て

採
用
さ
れ
た
学
校
司
書
で
あ
る
。

　

正
規
の
学
校
司
書
は
、2011

年
の
制
度
改
革
に
よ
っ
て
、
行
政
嘱
託
の

学
校
司
書
に
対
す
る
助
言
・
指
導
、
運
営
支
援
、
研
修
等
を
行
い
、
図
書
館

教
育
の
水
準
向
上
と
自
ら
の
能
力
向
上
に
努
め
る
と
い
う
新
た
な
職
務
が
追

加
さ
れ
た
。

　

2011

年
の
制
度
改
革
に
つ
い
て
は
、
全
国
的
な
公
務
の
非
正
規
化
と
い

う
政
策
が
進
む
な
か
で
長
野
県
（
県
教
委
、
高
教
組
）
は
お
互
い
に
妥
協
を

し
つ
つ
、
正
規
採
用
の
廃
止
を
回
避
し
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て2013

年
度
は
両
者
の
合
意
の
と
お
り
、
独
自
採
用
１
名
が
実
現

し
て
い
る
。
し
か
し2014

、2015

年
度
は
連
続
し
て
採
用
は
な
か
っ
た
。

2011

年
の
制
度
改
革
が
本
当
に
機
能
す
る
の
か
、
未
知
数
で
あ
る
。

６
．
今
後
の
課
題

　

さ
ら
に
関
係
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
進
め
る
と
と
も
に
、
他
県
に
お
け

る
学
校
司
書
制
度
に
つ
い
て
の
調
査
研
究
を
進
め
、
比
較
研
究
を
行
う
予
定

で
あ
る
。

　

な
お
、
快
く
資
料
を
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
皆
様
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上

げ
ま
す
。（
了
）
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【
注
】

　

１　

上
田
修
一
、
根
本
彰
「『
情
報
専
門
職
の
養
成
に
向
け
た
図
書
館
情

報
学
教
育
体
制
の
再
構
築
に
関
す
る
総
合
的
研
究
』
最
終
報
告
書
」

『
日
本
図
書
館
情
報
学
会
誌
』N

o.2 ､ 2006 p.101-128.

　

２　

松
田
ユ
リ
子
、 
松
本
直
樹
．
学
校
図
書
館
関
連
団
体
の
活
動
と
そ
の

規
定
要
因

－

２
県
の
高
等
学
校
・
学
校
司
書
の
事
例
調
査
か
ら
．
日

本
教
育
情
報
学
会
第
28
回
年
会
（2012.8

）p.94-97

　

3　

松
本
直
樹
、
松
田
ユ
リ
子
．
学
校
図
書
館
関
連
団
体
の
活
動
と
規
定

要
因
．
大
妻
女
子
大
学

－

社
会
情
報
系

－　

社
会
情
報
学
研
究
21
号

（2012

）p.195 -208.

　

4　

例
え
ば
、
群
馬
県
は1970

年
に
高
校
司
書
に
関
す
る
規
則
を
制
定
。

「
群
馬
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
」「
職

種
は
事
務
職
員
、
職
は
学
校
司
書
、
職
務
内
容
は
上
司
の
命
を
受

け
、
学
校
図
書
館
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
こ
と
」
と
あ
る
。
新
潟
県
は

1972

年
に
学
校
管
理
運
営
規
則
を
改
正
、
司
書
・
司
書
補
職
制
確

立
し
て
い
る
。（
出
典
：
学
校
図
書
館
50
年
史
年
表
．
全
国
学
校
図

書
館
協
議
会
『
学
校
図
書
館
50
年
史
年
表
』
編
集
委
員
会
編　

全
国

学
校
図
書
館
協
議
会
，2001

）

　

5　

こ
の
団
体
の
詳
細
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

　

６　

長
野
高
等
学
校
教
職
員
組
合
司
書
部
「
司
書
公
費
化
の
あ
ゆ
み
」

 　

７　

長
野
高
等
学
校
教
職
員
組
合
司
書
部「
独
自
採
用
と
学
則
改
正
」『
あ

ら
た
〜〝
学
校
図
書
館
と
司
書
〞実
践
の
記
録
』No.4､1981､ p.7-15.

　

８　

長
野
県
報
．
昭
和
56
年
（1981

）
3
月
9
日
、 p.16-17.

　

９　

あ
ら
た
〜
〝
学
校
図
書
館
と
司
書
〞
実
践
の
記
録
．

　
　
　

N
o.3､

（1982

）p.40-55.

　

10　

長
野
県
議
会
（
定
例
会
）
会
議
録
．
第
239
回.

昭
和
56
年
（1981

）
２

月
25
日
．p.121.

　

11　

文
部
科
学
省
「
学
習
指
導
要
領
の
変
遷
」

　
　
　

http://w
w
w
.m

ext.go.jp/b_m
enu/shingi/chukyo/chukyo3/004/

siryo/_icsFiles/afi eldfi le/2011/04/14/1303377_1_1.pdf

　
　
　

（
参
照2014

－04

－08

）

　

12　

土
屋
基
規
「
現
代
教
育
制
度
論
」
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、2011､p.127.

　

13　

長
野
高
等
学
校
教
職
員
組
合
司
書
部
「
特
集
：
図
書
費
削
減
に
直

面
し
て
」『
あ
ら
た
〜
〝
学
校
図
書
館
と
司
書
〞
実
践
の
記
録
』

N
o.8､

1985､
p.5-28.

　

14　

長
野
高
等
学
校
教
職
員
組
合
司
書
部
「
学
校
図
書
館
専
門
職
員
制
度

確
立
運
動
の
取
り
組
み
」『
あ
ら
た
〜
〝
学
校
図
書
館
と
司
書
〞
実

践
の
記
録
』N

o.12､
1989､

p.58-59.

　

15　

長
野
県
高
等
学
校
図
書
館
協
議
会
「
長
野
県
高
等
学
校
図
書
館
協

議
会
研
究
集
録2004

年
度
」
長
野
県
高
等
学
校
図
書
館
協
議
会
、



－ 39 －

2004､ p.38.

　

16　

長
野
高
教
組
Ｆ
Ａ
Ｘ
ニ
ュ
ー
ス
．N

o.125､2008

年
4
月
28
日
（『
あ
ら

た
〜
〝
学
校
図
書
館
と
司
書
〞
実
践
の
記
録
』N

o.31､2008､p.15.

所
収
）

　

17　

長
野
県
教
育
委
員
会
高
等
学
校
教
育
課
．
学
校
司
書
の
見
直
し
に
つ

い
て
．2009

年
12
月
18
日
（『
あ
ら
た
〜
〝
学
校
図
書
館
と
司
書
〞

実
践
の
記
録
』N

o.32､
2009､

p.19

所
収
）

　

18　

長
野
高
教
組
新
聞　

2009

年 
5
月
5
・
15
日
合
併
号
、p.4

　

19　

長
野
県
教
育
委
員
会
高
等
学
校
教
育
課
．
学
校
司
書
の
見
直
し
に
つ

い
て
．2009

年
12
月
18
日
（『
あ
ら
た
〜
〝
学
校
図
書
館
と
司
書
〞

実
践
の
記
録
』N

o.32､
2009､

p.19

所
収
）

　

20　

長
野
高
教
組
新
聞　

2010

年
6
月
15
日

　

21　

長
野
県
教
育
委
員
会
高
校
教
育
課
．
図
書
館
利
用
状
況
調
査
に
つ
い

て
．2010

年
６
月
（『
あ
ら
た
〜
〝
学
校
図
書
館
と
司
書
〞
実
践
の

記
録
』N

o.32､
2010､

p.18

所
収
）

　

22　

長
野
県
教
育
委
員
会
高
校
教
育
課
．
学
校
司
書
の
今
後
の
あ
り
方
に

つ
い
て
．2010

年
６
月
（『
あ
ら
た
〜
〝
学
校
図
書
館
と
司
書
〞
実

践
の
記
録
』N

o.32､
2010､

p.19

所
収
）

　

23　

長
野
県
高
教
組
司
書
部
．
司
書
部
だ
よ
り
．N

o.2213

（2011.08.08

）
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発
言
の
全
文
を
以
下
に
記
す
「
知
事
（
阿
部
守
一　

君
）
高
等
学
校

の
図
書
館
司
書
に
つ
い
て
の
お
尋
ね
で
ご
ざ
い
ま
す
。
高
校
生
の
皆

さ
ん
に
は
、
ぜ
ひ
多
く
の
よ
き
本
と
の
出
会
い
を
し
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
が
、
学
校
の
司
書
、
生
徒
の
成
長
段
階
や
性
格
等
に

応
じ
て
図
書
を
紹
介
す
る
、
あ
る
い
は
適
切
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
う

と
い
う
こ
と
で
、
生
徒
の
精
神
的
な
成
長
の
サ
ポ
ー
ト
を
行
う
と
い

う
観
点
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
て
い
た
だ
い
て
い
る
と
考
え

て
い
ま
す
。

　
　
　
　

学
校
司
書
の
雇
用
形
態
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
検　

討
経
過
が
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
伺
っ
て
い
ま
す
が
、
学
校
現
場
に
お

け
る
図
書
館
及
び
司
書
の
重
要
性
を
考
え
た
場
合
に
、
業
務
量
に

よ
っ
て
は
正
規
職
員
が
担
う
役
割
も
あ
り
得
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
ふ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。

　
　
　
　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
現
在
、
教
育
委
員

会
で
職
員
団
体
等
関
係
者
の
方
々
と
話
し
合
い
を
継
続
し
て
い
る
と

い
う
ふ
う
に
伺
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
の
動
向
を
注
視
し
て
ま
い

り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
以
上
で
す
。」

　
　
　
（
長
野
県
議
会　

会
議
録http://nagano.gijiroku.com

/voices/

CGI/voiw
eb.exe?A

CT
=200&

K
EN

SA
K
U
=1&

SO
RT

=0&
K

TYP=1､2､3､0&
FBKEY1=%

8A
w
%
8DZ%

8Ei%
8F%

91&
FBCHK

=OR&
KGTP=1､2､3&

FYY=2010&
FM

M
=09&

FDD=01&
TYY=



－40－

2010&
T
M

M
=10&

T
D
D
=31&

T
IT

L=%
96%

7B%
89%

EF%
8

Bc%
2C&

Y
A
K
U
=%

92m
%
8E%

96&
T
IT

L_SU
BT

=%
95%

BD

%
90%

A
C%

82Q
%
82Q

%
94N

%
81@

%
82X

%
8C%

8E%
92%

E8%

97%
E1%

89%
EF%

96%
7B%

89%
EF%

8Bc%
81%

7C10%
8C%

8

E01%
93%

FA
-04%

8D
%
86&

K
GN

O
=324&

FIN
O
=1210&

H
U

ID
=119904

ア
ク
セ
ス
確
認　

2014-12-21

）
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2011/10/07 

新
た
な
雇
用
形
態
交
渉
⑦　

要
約
（
あ
ら
た
〜
〝
学

校
図
書
館
と
司
書
〞
実
践
の
記
録
．N

o.34

（2011

）p.22-31.

所
収
）

　

26　

長
野
県
高
教
組
司
書
部
．
司
書
部
だ
よ
り
．2011.11.22

　

27　

あ
ら
た
〜
〝
学
校
図
書
館
と
司
書
〞
実
践
の
記
録
．

　
　
　

N
o.34

（2011

）p.42-50.

　

28　

あ
ら
た
〜
〝
学
校
図
書
館
と
司
書
〞
実
践
の
記
録
．

　
　
　

N
o.34

（2011

）p.54.




